
議案第７号  

 

 

   西脇市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定    

について  

 

 

 西脇市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。  

 

 

  令和４年２月 25日  

 

 

                 西脇市長  片  山  象  三    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 地方税法及び国民健康保険法施行令の改正に伴う所要の改正並びに

国民健康保険税額の改正による受益者負担の適正化及び国民健康保険

の安定的な運営を図るため。



 
 

 
西

脇
市

国
民

健
康

保
険

税
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
 

   
西

脇
市

国
民

健
康

保
険

税
条

例
（

平
成

1
7
年

西
脇

市
条

例
第

 
1
0
7
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

  
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

、
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

  
（
課
税
額
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
第
１
号
の
基
礎
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項
の
世
帯
主
を
除
く
。
）
及
び
そ

の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
並
び
に
被
保
険

者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
算
額
が
65
万
円

を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
基
礎
課
税
額
は
、
65
万
円
と
す
る
。
 

３
 
第
１
項
第
２
号
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項
の
世
帯
主

を
除
く
。
）
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得

割
額
並
び
に
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当

該
合
算
額
が
20
万
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
20

万
円
と
す
る
。
 

４
 
（
略
）
 

 
（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
所
得
割
額
）
 

第
３
条
 
前
条
第
２
項
の
所
得
割
額
は
、
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
に
係
る
地
方

税
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
 2
26
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
 3
14
条
の
２
第
１
項
に
規

定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
控
除

を
し
た
後
の
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
以
下
「
基
礎
控
除
後
の
総
所
得

金
額
等
」
と
い
う
。
）
に
 1
00
分
の
6.
74
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

 
（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）
 

第
５
条
 
第
２
条
第
２
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て
29
,1
00
円
と

す
る
。
 

 
（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額
）
 

第
６
条
 
第
２
条
第
２
項
の
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

 
⑴
 
特
定
世
帯
（
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
（
国
民
健
康
保
険
法
第
６
条
第
８
号
の
規
定
に
よ

り
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
資
格
を
喪
失
し
た
日
の
前
日
以
後

継
続
し
て
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
同
一
の
世
帯
に
属
す

る
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
で
あ
っ
て
同
日
の
属
す
る
月
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特

定
月
」
と
い
う
。
）
以
後
５
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
（
当
該
世
帯
に
他

の
被
保
険
者
が
い
な
い
場
合
に
限
る
。
）
を
い
う
。
次
号
、
第
10
条
及
び
第
28
条
第
１
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
特
定
継
続
世
帯
（
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
と
同
一
の
世
帯
に
属

 

 
（
課
税
額
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
第
１
号
の
基
礎
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項
の
世
帯
主
を
除
く
。
）
及
び
そ
 

の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
並
び
に
被
保
険
 

者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
算
額
が
63
万
円
 

を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
基
礎
課
税
額
は
、
63
万
円
と
す
る
。
 

３
 
第
１
項
第
２
号
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項
の
世
帯
主
 

を
除
く
。
）
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
 

割
額
並
び
に
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
 

該
合
算
額
が
19
万
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
19
 

万
円
と
す
る
。
 

４
 
（
略
）
 

 
（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
所
得
割
額
）
 

第
３
条
 
前
条
第
２
項
の
所
得
割
額
は
、
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
に
係
る
地
方
 

税
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
 2
26
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
 3
14
条
の
２
第
１
項
に
規
 

定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
 

を
し
た
後
の
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
以
下
「
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
 

金
額
等
」
と
い
う
。
）
に
 1
00
分
の
7.
34
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

 
（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
）
 

第
５
条
 
第
２
条
第
２
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て
27
,6
00
円
と
 

す
る
。
 

 
（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
）
 

第
６
条
 
第
２
条
第
２
項
の
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

 
⑴
 
特
定
世
帯
（
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
（
国
民
健
康
保
険
法
第
６
条
第
８
号
の
規
定
に
よ
 

り
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
資
格
を
喪
失
し
た
日
の
前
日
以
後
 

継
続
し
て
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
 

る
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
で
あ
っ
て
同
日
の
属
す
る
月
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
 

定
月
」
と
い
う
。
）
以
後
５
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
（
当
該
世
帯
に
他
 

の
被
保
険
者
が
い
な
い
場
合
に
限
る
。
）
を
い
う
。
次
号
、
第
10
条
及
び
第
28
条
に
お
い
 

て
同
じ
。
）
及
び
特
定
継
続
世
帯
（
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
被
 

 



 す
る
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
で
あ
っ
て
特
定
月
以
後
５
年
を
経
過
す
る
月
の
翌
月
か
ら

特
定
月
以
後
８
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
（
当
該
世
帯
に
他
の
被
保
険
者

が
い
な
い
場
合
に
限
る
。
）
を
い
う
。
第
３
号
、
第
10
条
及
び
第
28
条
第
１
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
以
外
の
世
帯
 
19
,0
00
円
 

 
⑵
 
特
定
世
帯
 
 9
,5
00
円
 

 
⑶
 
特
定
継
続
世
帯
 
14
,2
50
円
 

 
（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
所
得
割
額
）
 

第
７
条
 
第
２
条
第
３
項
の
所
得
割
額
は
、
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
に
係
る
基

礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
 1
00
分
の
2.
67
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

 
（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割

額
）
 

第
９
条
 
第
２
条
第
３
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て
11
,2
00
円
と

す
る
。
 

 
（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額
）

第
10
条
 
第
２
条
第
３
項
の
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

 
⑴
 
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
 7
,3
00
円
 

 
⑵
 
特
定
世
帯
 
 3
,6
50
円
 

 
⑶
 
特
定
継
続
世
帯
 
 5
,4
75
円
 

 
（
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
所
得
割
額
）
 

第
11
条
 
第
２
条
第
４
項
の
所
得
割
額
は
、
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
控
除
後

の
総
所
得
金
額
等
に
 1
00
分
の
2.
64
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

 
（
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
）
 

第
13
条
 
第
２
条
第
４
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
１
人
に
つ

い
て
13
,6
00
円
と
す
る
。
 

 
（
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
）
 

第
14
条
 
第
２
条
第
４
項
の
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
１
世
帯
に
つ
い
て
 6
,8
00
円
と
す
る
。
 

 
（
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
）
 

第
28
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す

る
国
民
健
康
保
険
税
の
額
は
、
第
２
条
第
２
項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア
及
び
イ
に
掲
げ

る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
65
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
65
万

円
）
、
同
条
第
３
項
本
文
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
か
ら
ウ
及
び
エ
に
掲
げ
る
額
を

減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
20
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
20
万
円
）
並

び
に
同
条
第
４
項
本
文
の
介
護
納
付
金
課
税
額
か
ら
オ
及
び
カ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得

た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
17
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
17
万
円
）
の
合
算
額
と
す

る
。
 

⑴
 
法
第
 7
03
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算
額
が
、

43
万
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
及
び
特

定
同
一
世
帯
所
属
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
納
税
義
務
者
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち

給
与
所
得
を
有
す
る
者
（
前
年
中
に
法
第
 7
03
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額

に
係
る
所
得
税
法
（
昭
和
40
年
法
律
第
33
号
）
第
28
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
に

つ
い
て
同
条
第
３
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
控
除
額
の
控
除
を
受
け
た
者
（
同
条
第
１
項

に
規
定
す
る
給
与
等
の
収
入
金
額
が
55
万
円
を
超
え
る
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ

 

保
険
者
が
属
す
る
世
帯
で
あ
っ
て
特
定
月
以
後
５
年
を
経
過
す
る
月
の
翌
月
か
ら
特
定
月
 

以
後
８
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
（
当
該
世
帯
に
他
の
被
保
険
者
が
い
な
 

い
場
合
に
限
る
。
）
を
い
う
。
第
３
号
、
第
10
条
及
び
第
28
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
 

の
世
帯
 
20
,9
00
円
 

 
⑵
 
特
定
世
帯
 
10
,4
50
円
 

 
⑶
 
特
定
継
続
世
帯
 
15
,6
75
円
 

 
（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
所
得
割
額
）
 

第
７
条
 
第
２
条
第
３
項
の
所
得
割
額
は
、
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
に
係
る
基
 

礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
 1
00
分
の
2.
74
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

 
（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割

額
）
 

第
９
条
 
第
２
条
第
３
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て
11
,1
00
円
と
 

す
る
。
 

 
（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額
）

第
10
条
 
第
２
条
第
３
項
の
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

 
⑴
 
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
 7
,7
00
円
 

 
⑵
 
特
定
世
帯
 
 3
,8
50
円
 

 
⑶
 
特
定
継
続
世
帯
 
 5
,7
75
円
 

 
（
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
所
得
割
額
）
 

第
11
条
 
第
２
条
第
４
項
の
所
得
割
額
は
、
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
控
除
後
 

の
総
所
得
金
額
等
に
 1
00
分
の
2.
47
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

 
（
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
）
 

第
13
条
 
第
２
条
第
４
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
１
人
に
つ
 

い
て
12
,9
00
円
と
す
る
。
 

 
（
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
）
 

第
14
条
 
第
２
条
第
４
項
の
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
１
世
帯
に
つ
い
て
 6
,5
00
円
と
す
る
。
 

 
（
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
）
 

第
28
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
 

る
国
民
健
康
保
険
税
の
額
は
、
第
２
条
第
２
項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア
及
び
イ
に
掲
げ
 

る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
63
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
63
万
 

円
）
、
同
条
第
３
項
本
文
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
か
ら
ウ
及
び
エ
に
掲
げ
る
額
を
 

減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
19
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
19
万
円
）
並
 

び
に
同
条
第
４
項
本
文
の
介
護
納
付
金
課
税
額
か
ら
オ
及
び
カ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
 

た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
17
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
17
万
円
）
の
合
算
額
と
す
 

る
。
 

⑴
 
法
第
 7
03
条
の
５
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算
額
が
、
43
万
 

円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
及
び
特
定
同
 

一
世
帯
所
属
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
納
税
義
務
者
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
給
与
 

所
得
を
有
す
る
者
（
前
年
中
に
法
第
 7
03
条
の
５
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
に
係
る
所
得
 

税
法
（
昭
和
40
年
法
律
第
33
号
）
第
28
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
に
つ
い
て
同
条
 

第
３
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
控
除
額
の
控
除
を
受
け
た
者
（
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
 

給
与
等
の
収
入
金
額
が
55
万
円
を
超
え
る
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
 

 



 の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
及
び
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
（
前
年
中
に

法
第
 7
03
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
第
35
条
第
３
項
に

規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
つ
い
て
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
控

除
額
の
控
除
を
受
け
た
者
（
年
齢
65
歳
未
満
の
者
に
あ
っ
て
は
当
該
公
的
年
金
等
の
収
入

金
額
が
60
万
円
を
超
え
る
者
に
限
り
、
年
齢
65
歳
以
上
の
者
に
あ
っ
て
は
当
該
公
的
年
金

等
の
収
入
金
額
が
 1
10
万
円
を
超
え
る
者
に
限
る
。
）
を
い
い
、
給
与
所
得
を
有
す
る
者

を
除
く
。
）
の
数
の
合
計
数
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
者
等
の
数
」
と
い
 

う
。
）
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
43
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を

減
じ
た
数
に
10
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る

納
税
義
務
者
 

 
ア
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険

者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
１
人
に
つ
い
て
20
,3
70
円
 

 
イ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額
 
次
に
掲
げ

る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

 
 

（ア
） 

特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
13
,3
00
円
 

 
 

（イ
） 

特
定
世
帯
 
 6
,6
50
円
 

 
 

（ウ
） 

特
定
継
続
世
帯
 
 9
,9
75
円
 

 
ウ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保
険
者
均

等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
１
人
に
つ
い

て
 7
,8
40
円
 

 
エ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
世
帯
別
平
等

割
額
 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

 
 

（ア
） 

特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
 5
,1
10
円
 

 
 

（イ
） 

特
定
世
帯
 
 2
,5
55
円
 

 
 

（ウ
） 

特
定
継
続
世
帯
 
 3
,8
32
円
 

 
オ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保

険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
１
人
に
つ
い
て
 9
,5
20
円
 

 
カ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
 
１
世
帯
に
つ
い
て
 

 4
,7
60
円
 

⑵
 
法
第
 7
03
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算
額
が
、

43
万
円
（
納
税
義
務
者
等
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

43
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
10
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額

を
加
算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き
 2
85
,0
00
円

を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
 

く
。
）
 

 
 
ア
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険

者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
１
人
に
つ
い
て
14
,5
50
円
 

 
 
イ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額
 
次
に
掲
げ

る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

 
 
 

（ア
） 

特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
 9
,5
00
円
 

 
 
 

（イ
） 

特
定
世
帯
 
 4
,7
50
円
 

 
 
 

（ウ
） 

特
定
継
続
世
帯
 
 7
,1
25
円
 

 
 
ウ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保
険
者
均

 

て
同
じ
。
）
の
数
及
び
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
（
前
年
中
に
法
第
 7
03
条
 

の
５
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
第
35
条
第
３
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
 

等
に
係
る
所
得
に
つ
い
て
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
控
除
額
の
控
除
を
受
け
 

た
者
（
年
齢
65
歳
未
満
の
者
に
あ
っ
て
は
当
該
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
60
万
円
を
超
 

え
る
者
に
限
り
、
年
齢
65
歳
以
上
の
者
に
あ
っ
て
は
当
該
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
 

 1
10
万
円
を
超
え
る
者
に
限
る
。
）
を
い
い
、
給
与
所
得
を
有
す
る
者
を
除
く
。
）
の
数
 

の
合
計
数
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
者
等
の
数
」
と
い
う
。
）
が
２
以
上
の
 

場
合
に
あ
っ
て
は
、
43
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
10
万
円
 

を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
 

 
 
ア
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条
第
 

２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
１
人
に
つ
い
て
19
,3
20
円
 

 
イ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
 

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

 
 

（ア
） 

特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
14
,6
30
円
 

 
 

（イ
） 

特
定
世
帯
 
 7
,3
15
円
 

 
 

（ウ
） 

特
定
継
続
世
帯
 
10
,9
72
円
 

 
ウ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保
険
者
均
 

等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
１
人
に
つ
い
 

て
 7
,7
70
円
 

 
エ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
 

割
額
 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

 
 

（ア
） 

特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
 5
,3
90
円
 

 
 

（イ
） 

特
定
世
帯
 
 2
,6
95
円
 

 
 

（ウ
） 

特
定
継
続
世
帯
 
 4
,0
42
円
 

 
オ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
 

険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
１
人
に
つ
い
て
 9
,0
30
円
 

 
カ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
 
１
世
帯
に
つ
い
て
 

 4
,5
50
円
 

⑵
 
法
第
 7
03
条
の
５
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算
額
が
、
43
万
 

円
（
納
税
義
務
者
等
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
43
万
 

円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
10
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
 

算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き
 2
85
,0
00
円
を
加
 

算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

 
 
 
ア
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条
第
 

２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
１
人
に
つ
い
て
13
,8
00
円
 

イ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
 

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

 
 
 

（ア
） 

特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
10
,4
50
円
 

 
 
 

（イ
） 

特
定
世
帯
 
 5
,2
25
円
 

 
 
 

（ウ
） 

特
定
継
続
世
帯
 
 7
,8
37
円
 

 
 
ウ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保
険
者
均
 

 



 
等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
１
人
に
つ
い

て
 5
,6
00
円
 

 
 
エ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
世
帯
別
平
等

割
額
 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

 
 
 

（ア
） 

特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
 3
,6
50
円
 

 
 
 

（イ
） 

特
定
世
帯
 
 1
,8
25
円
 

 
 
 

（ウ
） 

特
定
継
続
世
帯
 
 2
,7
37
円
 

 
 
オ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保

険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
１
人
に
つ
い
て
 6
,8
00
円
 

カ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
 
１
世
帯
に
つ
い
て
 

 3
,4
00
円
 

⑶
 
法
第
 7
03
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算
額
が
、

43
万
円
（
納
税
義
務
者
等
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

43
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
10
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額

を
加
算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き
52
万
円
を
加

算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
２
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

ア
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険

者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
１
人
に
つ
い
て
 5
,8
20
円
 

 
 
イ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額
 
次
に
掲
げ

る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

 
 
 

（ア
） 

特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
 3
,8
00
円
 

 
 
 

（イ
） 

特
定
世
帯
 
 1
,9
00
円
 

 
 
 

（ウ
） 

特
定
継
続
世
帯
 
 2
,8
50
円
 

 
 
ウ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保
険
者
均

等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
１
人
に
つ
い

て
 2
,2
40
円
 

 
 
エ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
世
帯
別
平
等

割
額
 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

 
 
 

（ア
） 

特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
 1
,4
60
円
 

 
 
 

（イ
） 

特
定
世
帯
 
 7
30
円
 

 
 
 

（ウ
） 

特
定
継
続
世
帯
 
 1
,0
95
円
 

 
 
オ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保

険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
１
人
に
つ
い
て
 2
,7
20
円
 

 
 
カ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
 
１
世
帯
に
つ
い
て
 

 1
,3
60
円
 

２
 
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
の
属
す
る
世
帯
内
に
６
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

３
月
31
日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
未
就
学
児
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
け

る
当
該
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
被
保
険
者
均
等
割
額
（
当
該
納
税
義
務
者
の
世
帯
に

属
す
る
未
就
学
児
に
つ
き
算
定
し
た
被
保
険
者
均
等
割
額
（
前
項
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額

す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）
に
限
る
。
）

は
、
当
該
被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
と
す
る
。
 

 
⑴
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
 
次
に
掲
げ

 

等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
１
人
に
つ
い
 

て
 5
,5
50
円
 

 
 
エ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
 

割
額
 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

 
 
 

（ア
） 

特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
 3
,8
50
円
 

 
 
 

（イ
） 

特
定
世
帯
 
 1
,9
25
円
 

 
 
 

（ウ
） 

特
定
継
続
世
帯
 
 2
,8
87
円
 

 
 
オ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
 

険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
１
人
に
つ
い
て
 6
,4
50
円
 

カ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
 
１
世
帯
に
つ
い
て
 

 3
,2
50
円
 

⑶
 
法
第
 7
03
条
の
５
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算
額
が
、
43
万
 

円
（
納
税
義
務
者
等
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
43
万
 

円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
10
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
 

算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き
52
万
円
を
加
算
し
 

た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
２
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

 
 
ア
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条
第
 

２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
１
人
に
つ
い
て
 5
,5
20
円
 

 
 
イ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
 

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

 
 
 

（ア
） 

特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
 4
,1
80
円
 

 
 
 

（イ
） 

特
定
世
帯
 
 2
,0
90
円
 

 
 
 

（ウ
） 

特
定
継
続
世
帯
 
 3
,1
35
円
 

 
 
ウ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保
険
者
均
 

等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
１
人
に
つ
い
 

て
 2
,2
20
円
 

 
 
エ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
 

割
額
 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

 
 
 

（ア
） 

特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
 1
,5
40
円
 

 
 
 

（イ
） 

特
定
世
帯
 
 7
70
円
 

 
 
 

（ウ
） 

特
定
継
続
世
帯
 
 1
,1
55
円
 

 
 
オ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
 

険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
１
人
に
つ
い
て
 2
,5
80
円
 

 
 
カ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
 
１
世
帯
に
つ
い
て
 

 1
,3
00
円
 

（
新
設
）
 

        



 
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
１
人
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
額
 

 
 
ア
 
前
項
第
１
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
 4
,3
65
円
 

 
 
イ
 
前
項
第
２
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
 7
,2
75
円
 

 
 
ウ
 
前
項
第
３
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
11
,6
40
円
 

 
 
エ
 
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯
 
14
,5
50
円
 

 
⑵
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等

割
額
 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
１
人
に
つ
い
て
次
に
定

め
る
額
 

 
 
ア
 
前
項
第
１
号
ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
 1
,6
80
円
 

 
 
イ
 
前
項
第
２
号
ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
 2
,8
00
円
 

 
 
ウ
 
前
項
第
３
号
ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
 4
,4
80
円
 

 
 
エ
 
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯
 
 5
,6
00
円
 

 
（
特
例
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
28
条
の
２
 
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
で
あ
る
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
特
例
対
象
被
保
険
者
等
（
法

第
 7
03
条
の
５
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
特
例
対
象
被
保
険
者
等
を
い
う
。
第
30
条
の
２
に

お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
３
条
及
び
前
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
規
定
す
る
総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
す
る
総
所
得
金

額
（
第
28
条
の
２
に
規
定
す
る
特
例
対
象
被
保
険
者
等
の
総
所
得
金
額
に
給
与
所
得
が
含
ま

れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
法
第
28
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
の
 1
00
分
の
30
に
相
当
す
る
金
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
 3
14
条
の
２
第
２
項
」

と
、
前
条
第
１
項
第
１
号
中
「
総
所
得
金
額
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
総
所
得
金
額
（
次
条
に

規
定
す
る
特
例
対
象
被
保
険
者
等
の
総
所
得
金
額
に
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
法
第
28
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算

し
た
金
額
の
 1
00
分
の
30
に
相
当
す
る
金
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
次
号
及
び
第
３
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
及
び
」
と
す
る
。
 

 
 
 
附
 
則
 

１
～
３
 
（
略
）
 

 
（
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

４
 
当
分
の
間
、
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特

定
同
一
世
帯
所
属
者
が
、
前
年
中
に
所
得
税
法
第
35
条
第
３
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に

係
る
所
得
に
つ
い
て
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
控
除
額
（
年
齢
65
歳
以
上
で
あ

る
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
控
除
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
第
28
条
第
１
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
法
第
 7
03
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山

林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
 7
03
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
（
所
得

税
法
第
35
条
第
３
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
２
項
第

１
号
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
か
ら
15
万
円
を
控
除
し
た
金
額
に
よ
る
も
の
と
す
 

る
。
）
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
、
「
 1
10
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
 1
25
万
円
」
と
す
る
。

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

５
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世
帯

所
属
者
が
法
附
則
第
33
条
の
２
第
５
項
の
配
当
所
得
等
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
３
条
、

第
７
条
、
第
11
条
及
び
第
28
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
第
１
項
中
 

 

             
（
特
例
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
28
条
の
２
 
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
で
あ
る
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
 

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
特
例
対
象
被
保
険
者
等
（
法
 

第
 7
03
条
の
５
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
特
例
対
象
被
保
険
者
等
を
い
う
。
第
30
条
の
２
に
 

お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
３
条
及
び
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
 

第
３
条
第
１
項
中
「
規
定
す
る
総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
す
る
総
所
得
金
額
（
第
 

28
条
の
２
に
規
定
す
る
特
例
対
象
被
保
険
者
等
の
総
所
得
金
額
に
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
 

る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
法
第
28
条
第
２
項
の
規
定
に
 

よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
の
 1
00
分
の
30
に
相
当
す
る
金
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
次
項
に
お
 

い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
 3
14
条
の
２
第
２
項
」
と
、
 

前
条
第
１
号
中
「
総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
総
所
得
金
額
（
次
条
に
規
定
す
る
特
例
対
 

象
被
保
険
者
等
の
総
所
得
金
額
に
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
給
 

与
所
得
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
法
第
28
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
の
 1
00
 

分
の
30
に
相
当
す
る
金
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
次
号
及
び
第
３
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
 

と
す
る
。
 

 
 
 
附
 
則
 

１
～
３
 
（
略
）
 

 
（
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

４
 
当
分
の
間
、
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
 

定
同
一
世
帯
所
属
者
が
、
前
年
中
に
所
得
税
法
第
35
条
第
３
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
 

係
る
所
得
に
つ
い
て
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
控
除
額
（
年
齢
65
歳
以
上
で
あ
 

る
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
控
除
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
第
28
条
の
規
定
の
適
用
に
 

つ
い
て
は
、
同
条
中
「
法
第
 7
03
条
の
５
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
」
 

と
あ
る
の
は
「
法
第
 7
03
条
の
５
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
（
所
得
税
法
第
35
条
第
３
項
に
 

規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
っ
て
 

計
算
し
た
金
額
か
ら
15
万
円
を
控
除
し
た
金
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
）
及
び
山
林
所
得
金
 

額
」
と
、
「
 1
10
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
 1
25
万
円
」
と
す
る
。
 

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

５
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世
帯
 

所
属
者
が
法
附
則
第
33
条
の
２
第
５
項
の
配
当
所
得
等
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
３
条
、
 

第
７
条
、
第
11
条
及
び
第
28
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
 

 



 「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
33
条
の
２

第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」
と

あ
る
の
は
「
法
第
 3
14
条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と

あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第
33
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場

株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
28
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と

あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
33
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株

式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

６
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世
帯

所
属
者
が
法
附
則
第
34
条
第
４
項
の
譲
渡
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
３
条
、
第
７
条
、

第
11
条
及
び
第
28
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林

所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附

則
第
34
条
第
４
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
32
年
法

律
第
26
号
）
第
33
条
の
４
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
、
第
34
条
第
１
項
、
第
34
条
の
２
第
１

項
、
第
34
条
の
３
第
１
項
、
第
35
条
第
１
項
、
第
35
条
の
２
第
１
項
、
第
35
条
の
３
第
１
項

又
は
第
36
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
31
条

第
１
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
後
の
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
額
か
ら
法
第

 3
14
条
の
２
第
２
項
」
と
、
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山

林
所
得
金
額
並
び
に
控
除
後
の
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
の
合
計
額
（
」
と
、
同
条
第
２
項
中

「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第
34
条
第

４
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
、
第
28
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
34
条
第
４
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡

所
得
の
金
額
」
と
す
る
。
 

７
 
（
略
）
 

（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

８
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世
帯

所
属
者
が
法
附
則
第
35
条
の
２
第
５
項
の
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
を
有
す
る
場
合

に
お
け
る
第
３
条
、
第
７
条
、
第
11
条
及
び
第
28
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

第
３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法

附
則
第
35
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
 

「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
 3
14
条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は

山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第
35
条
の
２
第
５

項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
28
条
第
１
項
中
「
及
び

山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
35
条
の
２
第
５
項

に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

（
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

９
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世
帯

所
属
者
が
法
附
則
第
35
条
の
２
の
２
第
５
項
の
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
を
有
す
る

場
合
に
お
け
る
第
３
条
、
第
７
条
、
第
11
条
及
び
第
28
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び

に
法
附
則
第
35
条
の
２
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」

と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
 3
14
条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
 

 

林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
33
条
の
２
第
５
項
に
 

規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
 

「
法
第
 3
14
条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
 

「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第
33
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
 

係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
28
条
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
 

山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
33
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
 

所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

６
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世
帯
 

所
属
者
が
法
附
則
第
34
条
第
４
項
の
譲
渡
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
３
条
、
第
７
条
、

第
11
条
及
び
第
28
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
 

額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
34
 

条
第
４
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
32
年
法
律
第
26
 

号
）
第
33
条
の
４
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
、
第
34
条
第
１
項
、
第
34
条
の
２
第
１
項
、
第
 

34
条
の
３
第
１
項
、
第
35
条
第
１
項
、
第
35
条
の
２
第
１
項
、
第
35
条
の
３
第
１
項
又
は
第
 

36
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
31
条
第
１
項
 

に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
 

に
お
い
て
「
控
除
後
の
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
額
か
ら
法
第
 3
14
条
 

の
２
第
２
項
」
と
、
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
 

金
額
並
び
に
控
除
後
の
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
の
合
計
額
（
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
 

山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第
34
条
第
４
項
に
 

規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
、
第
28
条
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
 

「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
34
条
第
４
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」

と
す
る
。
 

７
 
（
略
）
 

（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

８
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世
帯
 

所
属
者
が
法
附
則
第
35
条
の
２
第
５
項
の
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
を
有
す
る
場
合
 

に
お
け
る
第
３
条
、
第
７
条
、
第
11
条
及
び
第
28
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
 

第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
 

35
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
 

２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
 3
14
条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
 

金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第
35
条
の
２
第
５
項
に
規
定
 

す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
28
条
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
 

と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
35
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
一
般
 

株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

（
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

９
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世
帯
 

所
属
者
が
法
附
則
第
35
条
の
２
の
２
第
５
項
の
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
を
有
す
る
 

場
合
に
お
け
る
第
３
条
、
第
７
条
、
第
11
条
及
び
第
28
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
 

３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
 

則
第
35
条
の
２
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
 

「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
 3
14
条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
 

 



 「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第
35
条
の

２
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
28
条
第
１

項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
35
条

の
２
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
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世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世
帯

所
属
者
が
法
附
則
第
35
条
の
４
第
４
項
の
事
業
所
得
、
譲
渡
所
得
又
は
雑
所
得
を
有
す
る
場

合
に
お
け
る
第
３
条
、
第
７
条
、
第
11
条
及
び
第
28
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

第
３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法

附
則
第
35
条
の
４
第
４
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条

第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
 3
14
条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所

得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第
35
条
の
４
第
４
項
に
規

定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
28
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金

額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
35
条
の
４
第
４
項
に
規
定
す
る

先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
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世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世
帯

所
属
者
が
法
附
則
第
33
条
の
３
第
５
項
の
事
業
所
得
又
は
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る

第
３
条
、
第
７
条
、
第
11
条
及
び
第
28
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
第

１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
33

条
の
３
第
５
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」

と
あ
る
の
は
「
法
第
 3
14
条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第
33
条
の
３
第
５
項
に
規
定
す
る
土

地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
28
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ

る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
33
条
の
３
第
５
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に

係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

 
（
特
例
適
用
利
子
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
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世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世
帯

所
属
者
が
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
37
年
法
律
第
 1
44
号
）
第
８
条
第
２
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
、

同
法
第
12
条
第
５
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
又
は
同
法
第
16
条
第
２
項
に
規
定
す
る

特
例
適
用
利
子
等
に
係
る
利
子
所
得
、
配
当
所
得
、
譲
渡
所
得
、
一
時
所
得
及
び
雑
所
得
を

有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
３
条
、
第
７
条
、
第
11
条
及
び
第
28
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の

は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等

の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
37
年
法
律
第
 1
44
号
）
第
８
条
第
２
項
（
同
法
第
12
条

第
５
項
及
び
第
16
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用

利
子
等
の
額
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
28
条
第
１
項
に
お
い
て
「
特
例
適
用
利
子
等
の
額
」
と

い
う
。
）
の
合
計
額
か
ら
法
第
 3
14
条
の
２
第
２
項
」
と
、
「
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
」

と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
特
例
適
用
利
子
等
の
額
の
合
計
額
（
」
と
、
同
条
第

２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
特
例
適
用

利
子
等
の
額
」
と
、
第
28
条
第
１
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額

並
び
に
特
例
適
用
利
子
等
の
額
」
と
す
る
。
 

 

山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第
35
条
の
２
の
２
 

第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
28
条
中
「
及
び
山
 

林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
35
条
の
２
の
２
第
５
 

項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
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世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世
帯
 

所
属
者
が
法
附
則
第
35
条
の
４
第
４
項
の
事
業
所
得
、
譲
渡
所
得
又
は
雑
所
得
を
有
す
る
場
 

合
に
お
け
る
第
３
条
、
第
７
条
、
第
11
条
及
び
第
28
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３
 

条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
 

第
35
条
の
４
第
４
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
２
 

項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
 3
14
条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
 

額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第
35
条
の
４
第
４
項
に
規
定
す
 

る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
28
条
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
 

の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
35
条
の
４
第
４
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
 

係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
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世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世
帯
 

所
属
者
が
法
附
則
第
33
条
の
３
第
５
項
の
事
業
所
得
又
は
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
 

第
３
条
、
第
７
条
、
第
11
条
及
び
第
28
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
第
１
項
中
 

「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
33
条
の
３
 

第
５
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
 

の
は
「
法
第
 3
14
条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
 

の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第
33
条
の
３
第
５
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
 

係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
28
条
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
 

山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
33
条
の
３
第
５
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
 

等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

 
（
特
例
適
用
利
子
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
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世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世
帯
 

所
属
者
が
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
 

す
る
法
律
（
昭
和
37
年
法
律
第
 1
44
号
）
第
８
条
第
２
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
、
 

同
法
第
12
条
第
５
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
又
は
同
法
第
16
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 

特
例
適
用
利
子
等
に
係
る
利
子
所
得
、
配
当
所
得
、
譲
渡
所
得
、
一
時
所
得
及
び
雑
所
得
を
 

有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
３
条
、
第
７
条
、
第
11
条
及
び
第
28
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
 

は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
山
 

林
所
得
金
額
並
び
に
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
 

税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
37
年
法
律
第
 1
44
号
）
第
８
条
第
２
項
（
同
法
第
12
条
第
５
項
 

及
び
第
16
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
 

の
額
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
28
条
に
お
い
て
「
特
例
適
用
利
子
等
の
額
」
と
い
う
。
）
の
合
 

計
額
か
ら
法
第
 3
14
条
の
２
第
２
項
」
と
、
「
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
」
と
あ
る
の
は
 

「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
特
例
適
用
利
子
等
の
額
の
合
計
額
（
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
 

は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
特
例
適
用
利
子
等
の
額
」

と
、
第
28
条
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
特
例
適
用
利
子
 

等
の
額
」
と
す
る
。
 

 



 （
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
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世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世
帯

所
属
者
が
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関

す
る
法
律
第
８
条
第
４
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
、
同
法
第
12
条
第
６
項
に
規
定
す

る
特
例
適
用
配
当
等
又
は
同
法
第
16
条
第
３
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
利
子

所
得
、
配
当
所
得
及
び
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
３
条
、
第
７
条
、
第
11
条
及
び

第
28
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
山
林
所
得
金
額
の
合
計

額
か
ら
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対

す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
８
条
第
４
項
（
同
法
第
12

条
第
６
項
及
び
第
16
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適

用
配
当
等
の
額
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
28
条
第
１
項
に
お
い
て
「
特
例
適
用
配
当
等
の
額
」

と
い
う
。
）
の
合
計
額
か
ら
法
第
 3
14
条
の
２
第
２
項
」
と
、
「
山
林
所
得
金
額
の
合
計
 

額
（
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
特
例
適
用
配
当
等
の
額
の
合
計
額
（
」
と
、

同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
特

例
適
用
配
当
等
の
額
」
と
、
第
28
条
第
１
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所

得
金
額
並
び
に
特
例
適
用
配
当
等
の
額
」
と
す
る
。
 

（
条
約
適
用
利
子
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

14
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世
帯

所
属
者
が
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
44
年
法
律
第
46
号
。
以
下
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。
）

第
３
条
の
２
の
２
第
10
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
に
係
る
利
子
所
得
、
配
当
所
得
、

譲
渡
所
得
、
一
時
所
得
及
び
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
３
条
、
第
７
条
、
第
11
条

及
び
第
28
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金

額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等

の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
44

年
法
律
第
46
号
。
以
下
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
の
２
の
２
第
10

項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
の
合
計
額
か
ら
法
第
 3
14
条
の
２
第
２
項
」
と
、
 

「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条

約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
10
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
の
合
計
 

額
（
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得

金
額
又
は
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
10
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子

等
の
額
」
と
、
第
28
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得

金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
10
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利

子
等
の
額
」
と
す
る
。
 

（
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

15
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世
帯

所
属
者
が
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
12
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当

等
に
係
る
利
子
所
得
、
配
当
所
得
及
び
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
３
条
、
第
７
条
、

第
11
条
及
び
第
28
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林

所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税

条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
 

（
昭
和
44
年
法
律
第
46
号
。
以
下
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
の
２

の
２
第
12
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
の
合
計
額
か
ら
法
第
 3
14
条
の
２
第
２
項
」

 

（
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

13
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世
帯
 

所
属
者
が
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
 

す
る
法
律
第
８
条
第
４
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
、
同
法
第
12
条
第
６
項
に
規
定
す
 

る
特
例
適
用
配
当
等
又
は
同
法
第
16
条
第
３
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
利
子
 

所
得
、
配
当
所
得
及
び
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
３
条
、
第
７
条
、
第
11
条
及
び
 

第
28
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
 

同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
 

互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
８
条
第
４
項
（
同
法
第
12
条
第
６
 

項
及
び
第
16
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
 

等
の
額
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
28
条
に
お
い
て
「
特
例
適
用
配
当
等
の
額
」
と
い
う
。
）
の
 

合
計
額
か
ら
法
第
 3
14
条
の
２
第
２
項
」
と
、
「
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
」
と
あ
る
の
 

は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
特
例
適
用
配
当
等
の
額
の
合
計
額
（
」
と
、
同
条
第
２
項
中
 

「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
特
例
適
用
配
当
等
 

の
額
」
と
、
第
28
条
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
特
例
適
 

用
配
当
等
の
額
」
と
す
る
。
 

（
条
約
適
用
利
子
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

14
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世
帯
 

所
属
者
が
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
 

関
す
る
法
律
（
昭
和
44
年
法
律
第
46
号
。
以
下
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。
）
 

第
３
条
の
２
の
２
第
10
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
に
係
る
利
子
所
得
、
配
当
所
得
、
 

譲
渡
所
得
、
一
時
所
得
及
び
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
３
条
、
第
７
条
、
第
11
条
 

及
び
第
28
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
 

計
額
か
ら
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
の
実
施
 

に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
44
年
法
律
 

第
46
号
。
以
下
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
の
２
の
２
第
10
項
に
規
 

定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
の
合
計
額
か
ら
法
第
 3
14
条
の
２
第
２
項
」
と
、
「
及
び
山
 

林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
実
施
 

特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
10
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
の
合
計
額
（
」
と
、
 

同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
租
 

税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
10
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
」
と
、

第
28
条
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
 

等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
10
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
」
と
す
る
。
 

 （
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

15
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世
帯
 

所
属
者
が
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
12
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
 

等
に
係
る
利
子
所
得
、
配
当
所
得
及
び
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
３
条
、
第
７
条
、

第
11
条
及
び
第
28
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
 

額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
 

の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
44
 

年
法
律
第
46
号
。
以
下
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
の
２
の
２
第
12
 

項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
の
合
計
額
か
ら
法
第
 3
14
条
の
２
第
２
項
」
と
、
 

 



 と
、
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租

税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
12
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
の
合

計
額
（
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所

得
金
額
又
は
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
12
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配

当
等
の
額
」
と
、
第
28
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所

得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
12
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用

配
当
等
の
額
」
と
す
る
。
 

16
～
19
 
（
略
）
 

「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
 

約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
12
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
の
合
計
 

額
（
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
 

金
額
又
は
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
12
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
 

等
の
額
」
と
、
第
28
条
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
 

び
に
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
12
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
 

額
」
と
す
る
。
 

16
～
19
 
（
略
）
 

 

  
 

 
附

 
則

 

 
（

施
行

期
日

）
 

１
 

こ
の

条
例

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行

す
る

。
た

だ
し

、
第

２
条

の
改

正
規

定
、

第
３

条
の

改
正

規
定

（
「

係
る

」
の

右
に

「
基

礎
課

税
額

の
」

 

 
を

加
え

る
部

分
を

除
く

。
）

、
第

５
条

の
改

正
規

定
（

「
係

る
」

の
右

に
「

基
礎

課
税

額
の

」
を

加
え

る
部

分
を

除
く

。
）

、
第

６
条

の
改

正
 

 
規

定
（

「
係

る
」

の
右

に
「

基
礎

課
税

額
の

」
を

加
え

る
部

分
を

除
く

。
）

、
第

７
条

、
第

９
条

、
第

1
0
条

、
第

1
1
条

、
第

1
3
条

及
び

第
1
4
条

 

 
の

改
正

規
定

、
第

2
8
条

の
改

正
規

定
（

「
係

る
」

の
右

に
「

基
礎

課
税

額
の

」
を

加
え

る
部

分
を

除
く

。
）

並
び

に
第

2
8
条

の
２

の
改

正
規

定
 

 
（

「
前

条
」

を
「

前
条

第
１

項
」

に
改

め
る

部
分

に
限

る
。

）
並

び
に

附
則

第
４

項
か

ら
第

６
項

ま
で

及
び

第
８

項
か

ら
第

1
5
項

ま
で

の
改

正
 

 
規

定
並

び
に

次
項

の
規

定
は

、
令

和
４

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

（
経

過
措

置
）

 

２
 

こ
の

条
例

（
前

項
た

だ
し

書
に

規
定

す
る

改
正

規
定

に
限

る
。

）
に

よ
る

改
正

後
の

西
脇

市
国

民
健

康
保

険
税

条
例

の
規

定
は

、
令

和
４

年
 

 
度

以
後

の
年

度
分

の
国

民
健

康
保

険
税

に
つ

い
て

適
用

し
、

令
和

３
年

度
分

ま
で

の
国

民
健

康
保

険
税

に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

 


